
政
令
第
八
号

測
量
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
測
量
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
測
量
法
（
昭
和

二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
十
条
第
二
項
（
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
、
同
法
第
四
十
五
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
並
び
に
同
法
第

五
十
四
条
及
び
第
五
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

測
量
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
三
百
二
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
条
の
二
」
を
「
第
三
条
」
に
、
「
第
三
条
」
を
「
第
四
条
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
二
項
第
一
号
中
「
一
番
」
を
「
一
番
二
」
に
改
め
る
。

第
三
条
を
削
る
。

第
二
条
の
二
中
「
第
十
一
条
第
三
項
第
一
号
」
の
下
に
「
に
規
定
す
る
長
半
径
及
び
扁
平
率
」
を
加
え
、
第
一
章
中
同
条
を

へ
ん

第
三
条
と
す
る
。

第
四
条
か
ら
第
八
条
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



（
収
用
委
員
会
の
裁
決
の
申
請
手
続
）

第
四
条

法
第
二
十
条
第
二
項
（
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
土
地
収
用
法
（
昭
和

二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
九
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
収
用
委
員
会
の
裁
決
を
求
め
よ
う
と
す
る
者
は
、
国

土
交
通
省
令
で
定
め
る
様
式
に
従
い
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
裁
決
申
請
書
を
収
用
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

裁
決
申
請
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二

伐
除
に
係
る
植
物
、
垣
若
し
く
は
さ
く
等
又
は
一
時
使
用
に
係
る
土
地
、
樹
木
若
し
く
は
工
作
物
（
次
号
に
お
い
て
「

対
象
物
」
と
い
う
。
）
の
所
在
地

三

対
象
物
に
つ
い
て
裁
決
申
請
者
の
有
す
る
所
有
権
そ
の
他
の
権
利

四

損
失
の
内
容
及
び
程
度
並
び
に
損
失
が
発
生
し
た
時
期

五

通
知
を
受
け
た
補
償
金
額
及
び
そ
の
通
知
を
受
領
し
た
年
月
日

六

通
知
を
受
け
た
補
償
金
額
を
不
服
と
す
る
理
由
並
び
に
裁
決
申
請
者
が
求
め
る
補
償
金
額
及
び
そ
の
内
訳

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
裁
決
申
請
者
が
必
要
と
認
め
る
事
項



第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で

削
除

第
九
条
中
「
第
二
十
八
条
」
を
「
第
二
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
「
第
四
十
二
条
第
二
項
」
の
下
に
「
及
び
法
第
四
十
五

条
第
一
項
」
を
加
え
、
「
の
規
定
に
よ
り
測
量
成
果
又
は
測
量
記
録
の
謄
本
又
は
抄
本
の
交
付
を
求
め
よ
う
と
す
る
者
が
納
め

る
べ
き
」
を
「
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
中
「
左
の
各
号
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
実
施
す
る
」
を
「
法
別
表
第
一
の
一
の
項
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
及

び
第
十
三
号
並
び
に
同
表
の
二
の
項
第
一
号
及
び
第
五
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
科
目
（
同
表
の
一
の
項
第
十
三
号
に
掲

げ
る
科
目
に
あ
つ
て
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
行
う
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

第
十
八
条
中
「
左
の
各
号
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て
実
施
す
る
」
を
「
法
別
表
第
一
の
一
の
項
第
一
号
及
び
第
六
号
か
ら
第

十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
科
目
（
同
号
に
掲
げ
る
科
目
に
あ
つ
て
は
、
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
行

う
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
削
る
。

第
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
試
験
科
目
の
範
囲
）

第
十
九
条

前
二
条
に
規
定
す
る
試
験
科
目
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
省
令
で
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
範
囲
を
定
め



る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
八
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
一
括
下
請
負
の
承
諾
に
係
る
電
磁
的
方
法
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
注
文
者
は

、
」
を
削
り
、
「
と
き
」
を
「
注
文
者
」
に
、
「
同
条
第
三
項
前
段
」
を
「
電
磁
的
方
法
（
同
条
第
三
項
」
に
、
「
方
法
（
」

を
「
電
磁
的
方
法
を
い
う
。
」
に
、
「
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
」
を
「
同
じ
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
三
の
見
出
し
を
「
（
下
請
負
人
の
選
定
の
承
諾
に
係
る
電
磁
的
方
法
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
注
文

者
は
、
」
を
削
り
、
「
と
き
」
を
「
注
文
者
」
に
、
「
同
条
第
二
項
前
段
」
を
「
電
磁
的
方
法
（
同
条
第
二
項
」
に
、
「
方
法

（
」
を
「
電
磁
的
方
法
を
い
う
。
」
に
、
「
「
電
磁
的
方
法
」
と
い
う
」
を
「
同
じ
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
、
参
考
人
」
を
「
参
考
人
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
、
参
考
人
」
を
「
参
考
人
」
に
、
「
千

百
円
」
を
「
千
七
百
円
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
測
量
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）



２

こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
測
量
法
施
行
令
第
十
七
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
の
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
に
お
い
て
行
わ

れ
る
測
量
士
試
験
及
び
測
量
士
補
試
験
か
ら
適
用
し
、
平
成
二
十
年
に
お
い
て
行
わ
れ
る
測
量
士
試
験
及
び
測
量
士
補
試
験

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。





理

由

測
量
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
所
要
の
規
定
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
測
量
士
試
験
の
科
目
と
し
て
測
量

に
関
す
る
法
規
及
び
こ
れ
に
関
連
す
る
国
際
条
約
を
追
加
す
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


